
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
十
三
号

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
を
削
る
。

第
一
条
中
「
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
を
削
る
。

第
二
条
中
「
、
第
四
十
六
条
第
一
項
」
及
び
「
第
三
号
並
び
に
」
を
削
り
、
「
第
九
十
四
条
第
一
項

」
の
下
に
「
及
び
第
百
七
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
二
中
「
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
」
を
「
及
び
第
八

十
六
条
の
二
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三

号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第

二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
、
「
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
八
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
、
第
八
十
二
条
」
を
削
り
、
「
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
五
条
の
五
」
を
「
第
百
十
三

条
及
び
第
百
十
五
条
の
五
並
び
に
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
第
百
十
一
条
」
に
改
め
、
「
第
百
五
条

」
の
下
に
「
及
び
第
百
十
四
条
の
八
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
及
び
」
の
下
に
「
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
を
「
介
護
老
人
保
健
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「

第
九
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
七
条
第
二
項
」
を
加
え
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設
開
設
許

可
事
項
変
更
申
請
書
」
を
「
開
設
許
可
事
項
変
更
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
を
「
介
護
老
人
保
健
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「

第
九
十
五
条
」
の
下
に
「
及
び
第
百
九
条
」
を
加
え
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設
管
理
者
承
認
申
請
書
」

を
「
管
理
者
承
認
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
を
「
介
護
老
人
保
健
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「



第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
百
十
二
条
第
一
項
第
四
号
」
を
加
え
、
「
介
護
老
人

保
健
施
設
広
告
事
項
許
可
申
請
書
」
を
「
広
告
事
項
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
法
」
を
「
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
を
削
る
。

「指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
指

定

第
一
号
様
式

中

を
「介

護
保

険
施

設
指

定

（許
可

）

」

（表）

介
護

保
険

施
設

指
定

（許
可

）

」

「

「

同
一

の
所

在
地

及
び

事
業

所

に
、

同
一

事
業

所
に

お
い

て
行

う
事

業
等

の
種

類

を

の
種

類

」

「

居
宅

介
護

支
援

事
業

「

介

介
護

老
人

福
祉

施
設

施
名

称
で

行
う

事
業

等

に
、

施

を

介

介
護

老
人

保
健

施
設

設

」

設
介

介
護

療
養

型
医

療
施

設

」

護
老

人
福

祉
施

設

「

介
護

予
防

訪
問

介
護

「

護
老

人
保

健
施

設

に
、

を

介
護

予
防

訪
問

入
浴

介
護

護
医

療
院

」

」

「

介
護

予
防

通
所

介
護

介
護

予
防

訪
問

入
浴

介
護

に
、

を

」

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ

ーシ
ョ

ン



」

「

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ

ーシ
ョ

ン

に
改
め
、
同
様
式

中
「○

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い

（裏）

」

」
を
「○

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
な

お
介

護
保

険
法

第
７

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
が

あ
。

、

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

事
業

に
つ

い
て

は
実

施
事

業
の

欄
に

「み
な

し

」と
記

載
し

て
く

だ
さ

い
、

」
に
、
「登

録
番

号

」
を
「そ

の
登

録
番

号

」
に
、
「事

項

」を

」
を
「事

項
を

」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第１号様式の２（第２条の２関係） 

  受 付 番 号   
 

指定居宅サービス事業者指定
介護保険施設指定（許可）
指定介護予防サービス事業者指定

更 新 申 請 書 

年  月  日 

 奈良県知事          殿 

申請者 住 所                         

 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

名 称                         

印  

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

介護保険法に規定する事業（施設）に係る指定（許可）の更新を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

申

請

者 

フ リ ガ ナ   

名 称 

（氏 名） 
  

連 絡 先 電話番号   ファクシミリ番号   

代
表
者 

職 名  
フリガナ   

生年月日   
氏 名   

郵 便 番 号   

住 所   

更

新

申

請

す

る

事

業

等 
事 業 所 番 号  

フ リ ガ ナ   

名 称   

郵 便 番 号   

所 在 地   

連 絡 先 電話番号  ファクシミリ番号  

サービス種別  

現に受けている指定（許可）の有効期限  

 備考１ 受付番号の欄は、記載しないでください。 

   ２ 指定又は許可の更新の申請をする事業等の欄には、今回更新申請するものについて、該当する欄に○

を記載してください。 

   ３ この申請書に、知事が別に定める書類を添付してください。 



第
三
号
様
式
中
「指

定
を

」
を
「指

定

（許
可

）を

」
に
、
「指

定
内

容
を

」
を
「指

定

（許
可

）

内
容

を
」
に
、
「構

造

」
を
「構

造
平

面
図

」
に
、
「介

護
老

人
保

健
施

設
を

」
を
「介

護
老

人
保

、

健
施

設
及

び
介

護
医

療
院

を

」
に
、
「協

力
医

療
機

関

」
を
「協

力
医

療
機

関

（介
護

老
人

保
健

施
設

及
び

介
護

医
療

院
を

除
く

）
」
に
、
「指

定
介

護
老

人
福

祉
施

設
の

」
を
「特

別
養

護
老

人
ホ

ーム
。

「

「

指
定

介
護

老
人

福
祉

施
設

介
護

老
人

保
健

施
、

17
福

祉
用

具
の

保
設

病
院

等
と

の
連

携
支

援
体

制
17

、
、

て
い

る
場

合
に

の

」
に
、

を

福
祉

用
具

の
保

管
及

び
消

毒
の

方
法

（委
託

し
18

18
介

護
支

援
専

門
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
委

託
先

の
状

況

）

、

」

管
及

び
消

毒
の

方
法

（委
託

し

あ
っ

て
は

委
託

先
の

状
況

）

、

に
改
め
る
。

員
の

氏
名

及
び

そ
の

登
録

番
号

」

「

名
称

第
三
号
様
式
の
二
中

所
在

地

」

「

名
称

を

所
在

地

に
改
め
る
。

サ

ービ
ス

種
別

」

「



「

名
称

第
四
号
様
式
中

を

所
在

地

」

名
称

所
在

地

に
改
め
る
。

サ

ービ
ス

種
別

」

第
六
号
様
式
中
「介

護
老

人
保

健
施

設
開

設
許

可
事

項
変

更
申

請
書

」
を
「開

設
許

可
事

項
変

更
申

「住
所

「主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

（法
人

に
あ
っ

て
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

）

、
請

書

」
に
、

名
称

を

氏
名

代
表

者
の

氏
名

」

（法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名

）

、

「

名
称

に
、
「次

の
と

お
り

介
護

老
人

保
健

施
設

の

」
を
「次

の
と

お
り

」
に
、

所
在

地

」

「

名
称

を

所
在

地

」

サ

ービ
ス

種
別



「

敷
地

の
面

積

建
物

の
構

造
施

設
又

は
構

造
設

備
､

施
設

の
供

用
の

場
合

の
利

用
計

画

に
、

運
営

規
程

(職
種

員
数

職
務

内
容

入
所

､
､

､

定
員

の
増

加
に

関
す

る
部

分
に

限
る

｡

)

」

協
力

病
院

「
敷

地
の

面
積

建
物

の
構

造
概

要
及

び
平

施
設

の
共

用
の

場
合

の
利

を

運
営

規
程

（職
種

員
数

、

員
の

増
加

に
関

す
る

部
分

協
力

医
療

機
関

」

（変
更

前

）

面
図

並
び

に
設

備
の

概
要

用
計

画

に
改
め



（変
更

後

）

職
務

内
容

及
び

入
所

定
、に
限

る

｡

）

」

る
。

「

第
七
号
様
式
中
「介

護
老

人
保

健
施

設
管

理
者

承
認

申
請

書

」
を
「管

理
者

承
認

申
請

書

」
に
、

「住
所

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

（法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

）

、
名

称

を

に
、
「介

護
氏

名
代

表
者

の
氏

名

」

（法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名

）
」

、

「

名
称

老
人

保
健

施
設

の
管

理
者

」
を
「管

理
者

」
に
、

所
在

地

「

名
称

を

所
在

地

」

サ

ービ
ス

種
別

に
改
め
る
。



」第
八
号
様
式
中
「介

護
老

人
保

健
施

設
広

告
事

項
許

可
申

請
書

」
を
「広

告
事

項
許

可
申

請
書

」
に
、

「

「住
所

「主
た

る
事
務

所
の

所
在

地

（法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

）

、
名

称
を

に
、

氏
名

代
表

者
の

氏
名

」

（法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名

）
」

、

許
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

広
告

事
項

「

名
称

申
請

に
係

る
施

設
所

在
地

を

サ

ービ
ス

種
別

」

許
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

広
告

事
項



に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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